別記様式第３号（第８条関係）

個別避難計画作成依頼書　
　
年　　月　　日

指定居宅介護支援事業所・指定特定相談支援事業者
　管理者様

江差町長

　江差町個別避難計画作成推進事業実施要綱（以下「要綱」という。）第８条第２項の規定に基づき、下記のとおり個別避難計画の作成を依頼します。
記

１．対象者　
　　住　　　　　所　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　氏　　　　　名　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　心身の状態　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
[bookmark: _GoBack]　　担当福祉専門職　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
２．対象者居所の災害リスク（該当に○）
　　洪水浸水想定区域（浸水深0.5ｍ以上）
　　土砂災害（特別）警戒区域
　　津波災害警戒区域
３．対象者居所の最寄りの指定緊急避難所及び指定避難所
　　指定緊急場所　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　指定避難所　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
４．計画書
　　要綱第７条に定める別記様式第２号により作成、提出してください。
５．計画書提出期限
　　　　　年　月　日
６．個人情報取扱
　　要綱第11条の規定を遵守するとともに別記個人情報取扱特記事項のとおり取り扱います。


［お問い合わせ先］
　　江差町役場　総務課防災生活係
　　　　　　　　　 TEL0139-52-6711
別記
個人情報取扱特記事項

　（基本的事項）
１　個別避難計画作成の依頼を受けた者（以下「請負人」という。）は個人情報（個人に関する情報であっ
　て、特定の個人を識別することができるもの。以下同じ。）の保護の重要性を認識し、依頼による事務の実
　施にあたっては、個人の権利利益を侵害することのないよう、個人情報の取扱いを適正に行わなければな
　らない。
　（秘密の保持）
２　請負人は、この依頼による事務に関して知り得た個人情報をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に使
　用してはならない。依頼による事務の役割を退いた後においても同様とする。
　（取得の制限）
３　請負人は、この依頼による事務を行うために個人情報を取得しようとするときは、その事務の目的を明確
　にし、当該目的を達成するために必要な範囲内で、適法かつ適正な手段により取得しなければならない。
　（適正管理）
４　請負人は、この依頼による事務に関して知り得た個人情報について、漏えい、滅失又はき損の防止その他
　の個人情報の適正な管理のために必要な措置を講じなければならない。
　（廃棄）
５　請負人は、この依頼よる事務に関して知り得た個人情報について、保有する必要がなくなったときは、確
　実かつ速やかに廃棄し、又は消去しなければならない。
　（目的外利用及び提供の禁止）
６　請負人は、この依頼よる事務に関して知り得た個人情報を、江差町個別避難計画作成推進事業の目的以
　外の目的のために利用し、又は第三者に提供してはならない。
　（複写又は複製の禁止）
７　請負人は、この依頼による事務を行うため町長から提供を受けた個人情報が記録された資料等を複写
　し、又は複製してはならない。
　（再委託の禁止）
８　請負人は、この依頼による個人情報を取扱う事務の全部又は一部を、第三者に委託してはならない。
　（従事者への周知）
９　請負人は、この依頼による事務に従事している者に対し、在職中及び退職後においても当該事務に関して
　知り得た個人情報をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に使用してはならないこと等、個人情報の保
　護に関し必要な事項を周知し、及び遵守させなければならない。
　（調査）
10　町長は、請負人がこの依頼による事務を行うにあたり、取扱っている個人情報の状況について、随時調査　
　することができる。
　（指示及び報告）
11　町長は、請負人がこの依頼による事務に関して取扱う個人情報の適切な管理を確保するため、請負人に対し
　て、必要な指示を行い、又は必要な事項の報告若しくは資料の提出を求めることができる。
　（事故報告）
12　請負人は、要綱に基づく個人情報に関する事項に違反する事態が生じ、又は生じるおそれのある場合は、
　直ちに町長に報告し、町長の指示に従うものとする。
